
令和６年度文化の家事業方針

令和６年度文化の家事業は、文化芸術マスタープラン（平成３０年３月策定）

に基づき進めてまいります。本年度は文化の家最大の事業である「おんぱく」

を夏に開催する予定です。コロナ禍以降開催できていなかった、館内全体を使

う音楽のお祭りを再び開催します。また「文化によるまちづくり」を念頭に市

役所の他の課と連携し、市が有する課題に対して文化や芸術を活用した事業を

提案・実施していきます。また１月からは改修工事のための長期休館に入るた

め、であーと（アウトリーチ）などの事業を強化し、長久手市全体が文化の家

となっていくような事業を展開していきたいと考えております。このほか、昨

年度に引き続き、これまでのさまざまな資料を取りまとめて活用・発信するた

めのアーカイブ事業にも取り組みます。愛知県立芸術大学と連携した若手芸術

作家の作品を購入できるイベント「ＡＲＴＳＨＯＰ」も予定しています。

（１） おんぱくの開催

１．子どもたちに楽しく音楽に触れる機会を創出

２．コロナ禍以降できていなかった、館内全体を使った音楽のお祭りの復活

３．期間中の市内要所で複数のコンサートの開催

（２） 多分野との連携事業

１．市が開催事業への文化や芸術を活用する提案・連携

２. 東大最先端研究所「先端アートデザイン社会連携研究部門」との連携

３．社会包摂事業 九州大学との連携

４．インクルーシブアート展の開催

（３） アーカイブ事業の推進

１．開館 25 周年記念誌の発刊

２．データベースの作成

３. 活用方法の検討（ブース設置計画、HP 等での可視化など）

（４） 休館中のアウトリーチ事業の強化

１．小学校、中学校でのアウトリーチ事業

２．保育園や児童館でのアウトリーチ事業

３. 市内各施設や商業施設でのコンサートの開催
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令和６年度生涯学習事業方針

令和６年度生涯学習事業は、第２次長久手市生涯学習基本構想

に定める基本理念に基づいて、「みんなでつくろう！ 楽しく学

びあい 人がつながる 輝くまち」を実現していくために、市

民や市民団体が主体となった事業を推進していきます。また今

年度は生涯学習プラン（第３次生涯学習基本構想）の策定に向

けて準備を進めていく予定です。

（１）生涯学習推進事業

ながくて・学び・アイ講座は６月から月までの開講で２２講座の募集を行う予定。募

集は７月から８月にかけて行う予定。他にプロ棋士羽根泰正氏による囲碁講座、１０

月には史跡めぐり講座を予定

（２）公民館運営事業

公民館の利用を促進していく PR活動を行っていく予定。文化の家が改修工事で閉館

となる期間中の受け皿としての活用の提案も行っていく予定です。

（３）二十歳の集い事業

モリコロパークでの二十歳の集いの開催が予定されています。地球市民交流セン

ターで式典を開催したのち、二十歳のみなさんにジブリの大倉庫を体験してもらい、

幼少期の思い出を語らいながら、長久手でしか作れない新しい二十歳の思い出をつ

くってもらいます。

（４）青少年健全育成事業

青少年健全育成の推進に努めます。青少年健全育成作文コンクールを開催し、市

立中学校の全学年に社会や世界に向けての意見、家庭や友だちとの関わり、地域活

動に関する作文を募集し優秀作品を表彰します。

（５）社会教育関係団体の育成

市内の社会教育関係団体の相談に応じて援助を行い、自主的な活動を支援すると

ともに団体の育成に努めます。

（６）生涯学習プランの策定

第２次生涯学習基本構想が期間終了となるため、新たな生涯学習の方向性を示す、

生涯学習プランを専門家や実務経験者と策定していく。市民アンケート等を実施し、

現在の長久手の実状に合わせたプランを、２年かけて策定する。







「長久手市生涯学習プラン（仮）」策定方針

１　策定の背景

・平成26年に、第２次長久手市生涯学習基本構想を策定。
・第２次基本構想の期間は、令和５年度までの10年間。
・上位計画である総合計画や教育振興基本計画が新しく策定。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上位計画との関連）
・コロナ禍を経て、生涯学習をとりまく社会情勢は大きく変化。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（世相の反映）
・組織再編による、生涯学習課としての組織の変化。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（組織としての新たな方針）

２　策定のポイント

①社会情勢の変化や国・県の動向への対応
　社会情勢の変化やそれに応じた国・県の動向や法改正の趣旨・内容を考慮する
とともに、市の現状および今後の想定や政策の方向性に留意する。
②計画の位置づけと関連
　第６次長久手市総合計画（ながくて未来図）、長久手市教育振興基本計画、長久
手市文化芸術マスタープラン等と関連を考慮
③専門的視点
　生涯学習の専門家や実務者の視点を取り入れ、庁内連携も含めて長久手市の
状況に合わせた計画の策定を意識
④計画の進行管理
　策定した計画が実効性を伴ったものとなるよう、計画の進行管理体制や手法につ
いて検討する。（社会教育委員会、庁内照会）
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３　スケジュール

・第２次基本構想の期間は令和５年度までとなっていますが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響により、社会の生涯学習を取り巻く
状況が急激に変化し、先が見通せない状況が続いたため、構想の
期間を２年間延長することとします。
・新プランは、令和６年度及び令和７年度に策定作業を行い、期間を
令和８年度からとします。

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

第２次基本構想
終了

新プラン策定期間
新プラン開始

基本構想の延長

アンケート調査
市民ワークショップ
市内団体ヒアリング
パブリックコメント

庁内会議
（庁内関係各課）

・有識者　公民館・社会教育の専門家
・実務者　公民館・社会教育で先進的な取り組みの実践者　　　　　
・他地域での経験者　　　　　　　　　　　　　　　　
・生涯学習や地域活動に興味を持って取り組んでいる方　

４　策定体制

策定主体：プラン策定委員会

「長久手市生涯学習プラン（仮）」では、社会の変化に対応しながら、
市の生涯学習を推進するうえで形骸化しない、実際の施策運用の
礎となる計画として策定する予定。
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